
寄 附 行 為

財団法人 中部電気保安協会
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◇４０公第６７３１号 昭和４０年１２月１日  設立許可

◇４４公第３１６８号 昭和４４年５月９日   変更認可

第１４条第２項中理事の定数を変更

◇４５公第８６０５号 昭和４５年６月２９日  変更認可

第１４条第３項で常務理事の設置を規定、関連して第１５条第２項並びに第１６条第２項

及び第３項で常務理事の選出方法、職務等を規定

◇５８資庁第３２２８号 昭和５８年３月１０日  変更認可

第１４条第３項中常務理事の定数を、第２５条第１項、第２項及び第４項中理事会の召集

及び議決方法の一部を、第２７条第１項、第２項及び第２８条第５項中評議員会の召集及び

議決方法の一部を変更

第２条、第８条、第１０条第２項及び第１１条第２項を改め、また、第９章事務局を新設

し、第２３条を同章の第３５条に移し、第２４条以降第３５条までを各１条づつ繰り上げ

◇５９資庁第１０８７８号 昭和５９年９月１０日  変更認可

第１４条第２項中理事及び監事の定数を変更

◇平成１０・０５・０８資第１号 平成１０年５月１４日  変更認可

平成８年９月閣議決定「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の趣旨に沿って、理事及

び監事の定数の変更ほか全面変更

◇平成１３・０８・１４原第８号 平成１３年１０月３日  変更認可

第３８条 調査業務規程の制定、変更を経済産業大臣の許可から届出に変更

◇平成１８・０４・２４原第２号 平成１８年６月９日  変更認可

第３８条２項 調査業務規程を制定、又は変更したときの経済産業大臣への届出を削除

第３９条２項 保安業務受託規程を制定、又は変更しようとするときの経済産業大臣の

承認を削除

また、経済産業省の財団法人寄附行為の基本的モデルに準拠するための変更

◇平成２１・０４・１５原第１８号 平成２１年５月１１日  変更認可

第３条 附帯事業として実施している人材育成、調査研究、技術開発及び支援を追記

第４条第１項第３号及び第４号 附帯事業として実施している人材育成、調査研究、技術

開発及び支援並びに研究結果等の刊行及び頒布を追記

第７条 日本郵政公社を削除
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財団法人中部電気保安協会寄附行為

第１章 総則

（名称）

第１条 本財団は、財団法人中部電気保安協会と称する。

（事務所）

第２条 本財団は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

２ 本財団は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 本財団は、主として中部電力株式会社の供給区域において、電気

事業法第５７条の２の規定により、一般用電気工作物において使用する

電気を供給する者の委託を受けて、一般用電気工作物の調査業務を行う

とともに、自家用電気工作物設置者等の委託を受けて、電気工作物の工

事、維持及び運用に関する保安業務を行い、あわせて電気の使用・安全

に関する啓発・周知・相談、人材育成、調査研究、技術開発及び支援を

行うことによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）電気事業法第５７条の２の規定により、一般用電気工作物において

使用する電気を供給する者の委託を受けて行う一般用電気工作物の調

査業務
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（２）自家用電気工作物設置者等の委託を受けて行う電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安業務

（３）電気の使用・安全に関する啓発・周知・相談、人材育成、調査研究、

技術開発及び支援に関する業務

（４）前号に掲げる研究結果等の刊行及び頒布

（５）前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な

事業

第３章 資産及び会計

（資産の構成）

第５条 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

（１）設立当初の財産目録に記載された財産

（２）設立後寄附された財産

（３）資産から生じる収入

（４）事業に伴う収入

（５）その他

（資産の種別）

第６条 本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。

２ 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

（１）設立に際し基本財産として寄附された財産

（２）設立後基本財産として寄附された財産

（３）設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産

３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
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（資産の管理）

第７条 本財団の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の

議決による。

ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産について

は、その指定に従わなければならない。

２ 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託

会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければな

らない。

（基本財産の処分）

第８条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただ

し、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評

議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の３分の２以上の議

決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又

は担保に供するときは、この限りでない。

（経費の支弁）

第９条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

（事業年度）

第１０条 本財団の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第１１条 本財団の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事

業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければな

らない。



－4－

２ 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後

３月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

３ 第１項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定

めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければ

ならない。

（事業報告及び収支決算）

第１２条 本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎

事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を

得た後、評議員会に報告しなければならない。

２ 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業

年度終了後３月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

（収支差額の処分）

第１３条 本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得

て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越

すものとする。

（借入金）

第１４条 本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度

の収入額を上限とする借入金であって返済期間が１年未満のものを除き、

評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の３分の２以上の

議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。
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第４章 役員及び評議員等

（種類及び定数）

第１５条 本財団に、次の役員を置く。

（１）理事 １０人以上１５人以内

（２）監事 ２人又は３人

２ 理事のうち、１人を理事長、１人を専務理事、１人又は２人を常務理

事とする。

（選任）

第１６条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

２ 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により

定める。

３ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

（職務）

第１７条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

２ 理事長は、本財団を代表し、業務を統轄する。

３ 専務理事は、理事長を補佐して、業務を総括する。理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

４ 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。

５ 監事は、民法第５９条の職務を行う。

（任期）

第１８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかか

わらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
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３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまで  

は、その職務を行わなければならない。

（解任）

第１９条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議

員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の３分の２以上の議決

を得て、当該役員を解任することができる。

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

（２）職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認

められるとき。

２ 前項第２号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知

するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役

員に弁明の機会を与えなければならない。

（報酬）

第２０条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事

会の同意を得て、報酬を支給することができる。

（評議員）

第２１条 本財団に、評議員１０人以上１５人以内を置く。

２ 評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

３ 第１８条及び第１９条の規定は、評議員について準用する。この場合

において、第１８条中「役員」とあるのは「評議員」と、第１９条中   

「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは

「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み

替えるものとする。
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（兼任の禁止）

第２２条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

（顧問及び参与）

第２３条 本財団に、顧問５人以内及び参与５人以内を置くことができ

る。

２ 顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちか

ら、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

３ 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対

して意見を述べる。

４ 参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。

５ 第１８条第１項の規定は、顧問及び参与について準用する。

第５章 理事会及び評議員会

（理事会の構成）

第２４条 本財団に、理事会を置く。

２ 理事会は、理事をもって構成する。

３ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

（理事会の権能）

第２５条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運

営に関する重要事項を議決する。

（理事会の開催及び招集）

第２６条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

２ 通常理事会は、毎年２回開催する。
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３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（１）理事会が必要と認めたとき。

（２）理事現在数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求が

あったとき。

（３）監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

（４）前３号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。

４ 理事会は、理事長が招集する。

５ 理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内

容を示した書面をもって、開会の日の７日前までに通知しなければなら

ない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会に

おいて定めた方法により招集するときは、この限りでない。

６ 第３項第２号又は第３号の規定により請求があったときは、理事長

は、速やかに理事会を招集しなければならない。

（理事会の議長）

第２７条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第３項

第３号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催した

ときは、出席理事の互選により議長を定める。

（理事会の定足数及び議決方法）

第２８条 理事会は、理事現在数の３分の２以上の出席をもって成立す

る。

２ 理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理

事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。
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３ 理事会は、第２６条第５項の規定によりあらかじめ通知された事項に

ついてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもの

で、出席理事の３分の２以上の議決があった場合は、この限りでない。

４ 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項につ

いて表決権を行使することができない。

（理事会の書面表決等）

第２９条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あら

かじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使

することができる。

２ 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなけ

ればならない。

３ 第１項の規定により表決権を行使する理事は、前条第１項及び第２項

の規定の適用については出席したものとみなす。

（理事会の議事録）

第３０条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し

なければならない。

（１）日時及び場所

（２）理事の現在数

（３）出席した理事の数及び氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。）

（４）議決事項

（５）議事の経過の概要

（６）議事録署名人の選任に関する事項
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２ 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任さ

れた議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。

（評議員会の構成）

第３１条 本財団に、評議員会を置く。

２ 評議員会は、評議員をもって構成する。

（評議員会の権能）

第３２条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の

事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又

は意見を具申する。

（評議員会の招集等）

第３３条 評議員会は、理事長が招集する。

２ 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。

３ 第２６条第５項、第２８条第１項、第２９条及び第３０条の規定は、

評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事

会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み

替えるものとする。

第６章 寄附行為の変更、解散等

（寄附行為の変更）

第３４条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理

事現在数の４分の３以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受け

なければ変更することができない。
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（解散）

第３５条 本財団は、民法第６８条第１項第２号から第４号までの規定に

基づき解散する。

２ 民法第６８条第１項第２号の規定に基づき解散する場合は、評議員会

の審議を経た上、理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を得、

かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

（残余財産の処分）

第３６条 本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た

上、理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を得、かつ、経済

産業大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団

体に寄附するものとする。

第７章 補則

（備付け書類及び帳簿）

第３７条 本財団は、その主たる事務所に、民法第５１条に規定するもの

のほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

（１）寄附行為

（２）理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類

（３）行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、

認可等を受けていることを証する書類

（４）寄附行為に定める機関の議事に関する書類

（５）資産及び負債の状況を示す書類

（６）収入支出に関する帳簿及び証拠書類
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（調査業務規程）

第３８条 本財団の電気事業法第９２条の３の規定による調査業務に関す

る規程は、評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得て、調査業務規

程としてこれを定める。これを変更しようとするときも同様とする。

（保安業務受託規程）

第３９条 本財団の自家用電気工作物設置者等の委託にかかる保安業務受

託規程は、評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得て、これを定め

る。これを変更しようとするときも同様とする。

（事務局）

第４０条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。

２ 事務局には、所要の職員を置く。

３ 職員は、理事長が任免する。

（実施細則）

第４１条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得

て、理事長が別に定める。

附     則

（１）この寄附行為は、通商産業大臣の設立許可のあった日から施行する。

（２）この法人設立当初の事業年度は、第１３条の規定にかかわらず、こ

の法人設立許可のあった日から昭和４１年３月３１日までとする。

（３）この法人設立当初の役員および評議員の任期は、第１７条第１項本

文および第２０条の規定にかかわらず、この法人設立許可のあった日

から昭和４１年３月３１日までとする。
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（４）この法人設立当初の役員および評議員は、第１５条および第１９条

の規定にかかわらず、次のとおりとする。

理 事（理 事 長） 小田島 大 作

〃 （専 務 理 事） 欠     員

〃 鈴 木 元 雄

〃 川 瀬 栄 一

〃 丸 地 忠 雄

〃 小 島   滌

〃 栗 田 良次郎

〃 川 合 捨 三

監 事 高 柴   勝

〃 大 坪 質 郎

〃 水 野 澤 芳

評議員 宮 地   巌（名古屋大学教授）

〃 武 藤 三 郎（名古屋工業大学教授）

〃 松 永 義 明（大同工業大学教授）

〃 横 地 さだえ（名古屋市地域婦人団体連絡協議会会長）

〃 相 馬 貞 蔵（中部産業連盟専務理事）

〃 横 山 孝 一（中部電力㈱管理部長）

〃 滝 川 信次郎（  〃 営業部長）

〃 大 杉   幹（  〃  配電部長）

〃 永 塚 敬二郎（日本電気協会中部地区事務局長）

〃 柴 田 二三男（日本電気技術者協会中部支部長）
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評議員 中 村   宏（中電興業株式会社社長）

〃 村 山 益 敏（日本電設工業会中部支部長）

〃 牛 嶋 禎太郎（中部電気工事協力会連合会副会長）

〃 水 上 義 雄（愛知県電気工事業工業組合副理事長）

附     則

この寄附行為第１４条第２項の規定は、通商産業大臣の認可のあった日

（昭和４４年５月９日）から施行する。

附     則

寄附行為第１４条第３項、第１５条第２項ならびに第１６条第２項およ

び第３項の規定は、通商産業大臣の認可を受けた日（昭和４５年６月２９日）

から施行する。

附     則

この寄附行為は、通商産業大臣の認可のあった日（昭和５８年３月１０日）

から施行する。

附     則

この寄附行為第１４条の規定は、通商産業大臣の認可のあった日（昭和

５９年９月１０日）から施行する。
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附     則

この寄附行為は、通商産業大臣の認可のあった日（平成１０年５月１４日）

から施行する。

附     則

この寄附行為は、経済産業大臣の認可のあった日（平成１３年１０月３日）

から施行する。

附     則

この寄附行為は、経済産業大臣の認可のあった日（平成１８年６月９日）  

から施行する。

附     則

この寄附行為は、経済産業大臣の認可のあった日（平成２１年５月１１日）

から施行する。


